
   江差町事業活動継続緊急支援金給付要綱 

 

令和４年９月２２日 

江差町告示第５０号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による減収に加え、原油価

格や原材料・資材等の物価の高騰の影響を受けている町内に事業所又は店舗を構える法人

（資本金の額又は出資の総額が１０億円未満（資本金の額又は出資の総額が定められてい

ない場合にあっては、常時使用する従業員の数が２，０００人以下）である中小法人等を

いう。以下同じ。）及び個人事業主に対して、事業継続の負担の軽減を目的として実施する

江差町事業活動継続緊急支援金（以下「支援金」という。）の給付に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（支援金の給付対象者） 

第２条 支援金の給付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する法人又は個人事業

主とする。 

(1) 北海道が実施する道内事業者等事業継続緊急支援金の給付決定を受けた者 

(2) 事業を行うための事業所又は店舗を江差町内に設置している者 

(3) 第４条の規定による支援金の申請日時点において江差町内で事業を営んでおり、かつ、

支援金の受給後、引き続き１年以上、江差町内で当該事業を継続することを誓約する者 

２ 前項の規定にかかわらず、令和４年度において新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金（原油価格・物価高騰等対応分）を活用した江差町の他制度での支援対象とな

る者は給付対象者から除くものとする。 

 

（支援金の額等） 

第３条 支援金の額は、次の表に定める額とする。 

種別 支援金の額（１事業者あたり） 

法人 ５万円 

個人事業主 ３万円 

２ 支援金の給付は、１事業者につき１回限りとする。 

３ 支援金は、予算の範囲内で給付する。 

 

（支援金の給付申請） 

第４条 支援金の給付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、江差町事業活動継

続緊急支援金給付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するもの

とする。 

(1) 北海道が実施する道内事業者等事業継続緊急支援金の支給決定を受けたこと及びその



支給額が分かる給付決定通知書の写し 

(2) 預金通帳の写し（口座名義人、口座番号、口座種別、金融機関名及び支店名が分かる

ページの写し） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、令和４年１０月６日から同年１２月２３日までに行うものと

する。 

 

（給付の決定等） 

第５条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容の審査を行

い、支援金の給付の可否を決定する。 

２ 町長は、前項の規定により支援金を給付することを決定し、及びその額を確定したとき

は、江差町事業活動継続緊急支援金給付決定通知書（様式第２号）により、当該申請者に

通知するとともに、速やかに支払うものとする。 

３ 町長は、第１項の規定により支援金を給付しないことを決定したときは、江差町事業活

動継続緊急支援金給付不承認決定通知書（様式第３号）により、その旨及び理由を明示し、

申請者に通知する。 

 

（決定の取消し） 

第６条 町長は、前項第１項の規定により支援金の給付の決定を受けた者が次の各号のいず

れかに該当する場合には、支援金の給付決定を取り消すものとする。 

(1) 虚偽その他の不正手段により支援金の給付決定を受けたとき。 

(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。 

２ 町長は、給付決定者について前項各号の疑義がある場合は、当該給付決定者を調査し、

若しくは報告を求め、又は関係機関へ照会することができる。 

３ 町長は、第１項の規定により支援金の給付決定を取り消した場合は、書面により、給付

決定者に通知するものとする。 

 

（返還） 

第７条 町長は、前条の取消しを行った場合において、既に支給した支援金の返還を命ずる

ことができる。 

２ 町長は、前項の規定により支援金の返還を命ずる場合は、書面により、給付決定者に通

知するものとする。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、支援金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。  



様式第１号（第４条関係） 

令和  年  月  日 

江差町事業活動継続緊急支援金給付申請書 

（宛先）江差町長 

 

法人 

（所 在 地） 

（名  称） 

（代 表 者 

職・氏名）                       

個人 
事業主 

（自宅住所） 

（氏  名）                       

 

     

 

江差町事業活動継続緊急支援金の給付を受けたいので、江差町事業活動継続緊急支援金給付要綱第４条の規定に
より、次のとおり申請します。 

【以下「江差町処理欄」以外は、全て記入してください。】 

 

① 

事業所（店舗）名 
・ 

所 在 地 

事業所（店舗）名： 
 
所在地：江差町 
 

②業種 
(経営している

全業種を記入) 

 

③ 
支 援 金 申 請 額 
（該当するものに☑）

 
□法人 5万円  □個人事業主 3万円  

 

④ 担当者・連絡先 【担当者氏名】           【電話番号】 

⑤ 

振
込
先 

  銀行・組合・金庫               店 

普通 
・ 

当座 

口座番号 
口座名義

人 

（カナ）       

 
（漢字） 

 

※ 添付必須書類（添付書類を確認の上、□に✓を御記入願います。）  

□ 北海道が実施する道内事業者等事業継続緊急支援金の支給決定を受けたこと及びその支給額が分かる

書類の写し 

□ 振込先の通帳の写し（⑤振込先の記載事項を確認できるページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【江差町処理欄 ※記入不要】 

処理年月日 
給付決定 

・ 

不承認   

給付決定額 審 査 不承認理由 確認日時・内容 

令和 年  月  日 
 ５万円 

３万円 

    /   ：   ○印 

 □ 入力 

 

□ 次の事項全てに相違ないことを誓います。（□に✓を御記入願います。） 

・ 本申請日時点で江差町内で事業を営んでおり、支援金の受給後も引き続き１年以上、当該事業を継続する

ことを確約する。 

・ 法令又は要綱に違反したとき又は虚偽その他の不正が判明した場合は、支援金を返還することに同意す

る。 

〒 
 
 

印 

〒 

    

印 



様式第２号（第５条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

            様 

 

江差町長 照井 誉之介 

 

 

江差町事業活動継続緊急支援金給付決定通知書 

 

 令和  年  月  日に申請のあった江差町事業活動継続緊急支援金について、次のと

おり給付決定しましたので、江差町事業活動継続緊急支援金給付要綱第５条の規定に基づき

通知します。 

 

記 

 

１ 給付決定額               円 

 

２ 支払予定日     令和  年  月  日 

 

３ 支払方法      申請書に記載の指定口座への振込 

 

 

 

 

 

（産業振興課 商工係）



様式第３号（第５条関係） 

 

令和  年  月  日 

 

            様 

 

江差町長 照井 誉之介 

 

 

江差町事業活動継続緊急支援金給付不承認決定通知書 

 

 令和  年  月  日に申請のあった江差町事業活動継続緊急支援金について、次のと

おり給付不承認の決定をしましたので、江差町事業活動継続緊急支援金給付要綱第５条の規

定に基づき通知します。 

 

記 

 

不承認の理由 

 

 

 

 

（産業振興課 商工係） 

 

 


